
湖 総 契  第  3 6  号 

平成 30 年 3 月 22 日 

 

建設工事 入札参加者 各位 

建設業関連業務 入札参加者 各位 

 

                    湖西市長  影山 剛士 

 

事故等が発生した場合の対応について（通知） 

 

日頃より、本市の公共事業の推進にあたりまして、ご支援・ご協力を賜り、厚

くお礼申し上げます。 

さて、皆さまにおかれましては、労働災害等の防止のための安全衛生管理活動

等を推進していただいているところと存じますが、今般、本市が発注した建設工

事及び建設業関連業務（以下「工事等」という。）において、事故等が起きた場

合の対応方法を定めました。 

つきましては、平成 30 年 4 月 1 日以降に発注する工事等からは、下記にした

がって、対応していただきますようお願いいたします。 

 

記 
 

１．事故等の定義 

事故等とは、次のいずれかに該当するものをいいます。 

① 工事等関係者事故 工事等の作業が原因で、工事等関係者が死亡又は負傷

（通院加療を要するものをいう。以下同じ。）した事故いう。 
 
② もらい事故 工事等関係者以外の第三者（以下「第三者」という。）の行為

が原因で、工事等関係者が死亡又は負傷した事故をいう。 
 
③ 公衆損害事故 工事等の作業が原因で第三者を死亡若しくは負傷させた事

故、又は工事等の作業が原因で本市若しくは第三者の資産に損害を生じさせ

た事故をいう。 

 

２．事故等が発生した場合の対応 

（１）事故等が発生した場合には、その内容や状況を勘案し、救急車の手配その

他の負傷者の救護措置及び二次災害防止のための応急措置を行ってください。 

その後、事故等の内容に関係なく、速やかに警察署及び労働基準監督署に

事故等の内容を連絡し、必要によりその他の関係機関（消防署、道路・河川

管理者、電力会社、ガス会社、保健所等）にも連絡してください。 



 

（２）(1)を終えたときは、直ちに工事担当課に電話等により事故等が発生したこ

とを連絡してください。 

この際、事故等の内容や負傷者の救済措置の状況、二次災害防止のための

応急措置の状況、関係機関への通報状況等をお伝えください。 
 

（３）事故等の発生日の翌日（翌日が休日のときは、次の休日でない日）までに

「事故等発生速報（様式１）」を工事担当課に提出してください。 

何らかの理由により、提出がやむを得ず遅れる場合には、電話等により工

事担当課に対してその理由を伝えてください。 
 

（４）事故等の原因究明と再発防止対策の検討を行ってください。 

ただし、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）第 30 条に基づく協議組

織（災害防止協議会などをいいます。）を設置している場合には、受注者のみ

で行うのではなく、当該協議組織においてこれらを行ってください。 

基本的には、下請契約を締結した場合には、当該協議組織の設置が必要と

なります。 
 

（５）事故等が発生した日から 7 日以内に「事故等対応報告書（様式２）」を工

事担当課に提出してください。 
 

（６）工事担当課が事故等に係る安全管理措置の状況調査を行いますので、これ

に協力してください。 

また、事故等の内容により必要となる労働基準監督署への届出状況や被災

者（被災物件）の状況等の確認を求められた場合には、その内容を報告して

ください。 

 

 

担 当：総務部 契約管財課 契約検査係 

電 話：０５３－５７６－１１７８ 

ＦＡＸ：０５３－５７６－１１１５



（様式 1） 

平成○○年○○月○○日 

（宛先）湖西市長 

（受注者） 

商号又は名称：湖西市役所建設株式会社 

代表者職氏名：代表取締役 湖西 太郎 ㊞ 

事 故 等 発 生 速 報 

工 事 等 の 名 称 平成○○年度 △△工事 

事 故 等 の 発 生 日 時 平成○○年○○月○○日 ○○時○○分頃 

事 故 等 の 発 生 場 所 湖西市 ○○ 地内（工事現場内・工事現場外・資材置き場内） 

事 故 等 の 種 別 工事等関係者事故 

被災者の所属・職種 
元請・○次下請（株式会社△△道路） 

作業員・現場代理人・運転手など 

被災者又は被災物件名 ○○ ○○（男・女）○○歳 

被災者又は被災物件の状況 

○○骨折・○○裂傷（入院○か月予定・全治○か月など） 

電柱破損・水道管破損・電線破損（影響：約○世帯） 

※下線部は、分かれば記入してください。 

事 故 等 の 形 態 

（現段階で分かる範囲内
を記入してください。）  

・道路法面、足場等からの墜落、転落 

・建設機械の接触、衝突、巻き込まれ、はさまれ、下敷 

・吊り荷、資材等の飛来、落下 

・資材等への躓き、滑りによる転倒 

・交通事故、土砂崩壊 

事 故 等 の 発 生 状 況 

（現段階で分かる範囲内
を記入してください。）  

（誰が）（何のために）（何を）（どのようにしようとしていたと

ころ）（何が）（どうなって）（誰に・何に）（どのようになった

か） 

注１ 事故等が発生した場合は、まずは電話等で報告してください。 

２ この書式による報告は、事故等が発生した日の翌日（休日の場合は、次の営業日）までに

してください。（提出が遅れる場合には、電話等により遅滞理由を連絡してください。） 

３ 事故等の種別は、次のいずれかに該当するものを記入してください。 

・工事等関係者事故（工事等の作業に起因して、工事等関係者が死傷した事故をいう。） 

・公衆損害事故（工事等の作業が起因して、第三者に損害を及ぼした事故をいう。） 

・もらい事故（第三者が起因して、工事等関係者が死傷した事故をいう。） 

４ 被災者の所属・職種欄は、工事等関係者事故の場合にのみ記入してください。 

５ 事故等の形態は、転倒、墜落、巻き込まれ、飛来・落下、切れ・こすれ、交通事故、無理

な動作、接触等、分かる範囲内を記入してください。 



（様式 2） 

平成○○年○○月○○日 

（宛先）湖西市長 

（受注者） 

商号又は名称：湖西市役所建設株式会社 

代表者職氏名：代表取締役 湖西 太郎 ㊞ 

事 故 等 対 応 報 告 書 

工 事 等 の 名 称 平成○○年度 △△工事 

事 故 等 の 発 生 日 時 平成○○年○○月○○日 ○○時○○分頃 

事 故 等 の 発 生 場 所 湖西市 ○○ 地内（工事現場内・工事現場外・資材置き場内） 

事 故 等 の 種 別 工事等関係者事故 

被災者の所属・職種 
元請・○次下請（株式会社△△道路） 

作業員・現場代理人・運転手など 

被災者又は被災物件名 ○○ ○○（男・女）○○歳 

被災者又は被災物件の状況 
○○骨折・○○裂傷（入院○か月予定・全治○か月など） 

電柱破損・水道管破損・電線破損（影響：約○世帯） 

 
事 故 等 の 発 生 状 況 

（発生過程を含めて詳しく
記入してください。）  

（誰が）（何のために）（何を）（どのようにしようとしていた

ところ）（何が）（どうなって）（誰に・何に）（どのようにな

ったか） 

事 故 等 の 発 生 要 因 

・油や泥により、資材等が滑りやすくなっていた。 

・負傷した作業員が作業手順を理解していなかった。 

・立入禁止（重機作業）区域内に作業員が入ってしまった。 

・資材等を不安定な場所に置いてしまった。 

安全管理措置の状況 

（事故等に関係する安全管
理措置の状況を記入して
ください。） 

（作業主任者、作業指揮者、誘導者等の配備状況） 

（手すり、防護柵、親綱等の設置状況）（防護具の装着状況） 

（手すり、土砂掘削面、建設機械、埋設物等の点検状況） 

（安全巡視、ＫＹ活動等の状況）（災害防止協議会の開催状況） 

労働基準監督署の見解 

・立入調査を受けた結果、別紙のとおり指導票（是正勧告書）の

交付を受けました。 

・現在、調査中とのことです。 

・特段の見解は示されませんでした。 



警 察 署 の 見 解 

・現在、事件性の有無を確認中とのことです。 

・特段の見解は示されませんでした。 

再発防止対策の内容 

（作業主任者、誘導者、特別教育受講者等の配置関係） 

（手すり、防護柵等の設置関係）（台木使用等の対策関係） 

（作業員、誘導者等の再教育関係）（作業手順の改定関係） 

（架空線、地下埋設物等の防護関係）（飛来防止等の措置関係） 

注１ この書式による報告は、事故等が発生した日から 7日以内に行ってください。（警察署若

しくは労働基準監督署の見解が示される場合又は医師による診断書が作成される場合によ

り、全ての項目の記載ができないときは、それ以外の項目に記載したものを提出し、記載で

きなかった理由等を工事担当課に連絡してください。） 

２ 次の資料を添付してください。 

(1)事故等発生場所の位置図（監督員の判断により省略可。） 

(2)事故等発生場所の写真（監督員の判断により省略可。） 

(3)事故等の状況図（監督員の判断により省略可。） 

(4)事故後の処置図面（監督員の判断により省略可。） 

(5)診断書の写し（関係する場合） 

(6)その他監督員が必要と認める書類 

３ 事故等の種別は、次のいずれかに該当するものを記入してください。 

・工事等関係者事故（工事等の作業に起因して、工事等関係者が死傷した事故をいう。） 

・公衆損害事故（工事等の作業が起因して、第三者に損害を与えた事故をいう。） 

・もらい事故（第三者が起因して工事等関係者が死傷した事故をいう。） 

４ 被災者の所属・職種欄は、工事等関係者事故の場合にのみ記入してください。 

５ 労働基準監督署及び警察署には、事故等の内容や負傷の有無にかかわらず連絡をし、その

際の対応、指示、回答等を記入してください。 

６ 診断書を添付した場合には、後日、傷病の治癒の時点が確認できる書類等を提出してくだ

さい。 



 

（受注者用） 

市工事等において事故等が発生した場合の対応手順フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(※下請契約を締結している受注者の場合) 

事故等の発生 

負傷者の救護措置、二次災害の防止【受注者】 

工事担当課への電話連絡【受注者】 

（事故等の概要、負傷者の救護措置、二次災害防止措置、関係機関への連絡状況を報告すること。） 

 

・湖西警察署への電話連絡【受注者】       ℡：053-593-0110（代表） 
・浜松労働基準監督署への電話連絡【受注者】  ℡：053-456-8149（安全衛生課） 

・必要に応じ、その他の関係機関への電話連絡【受注者】  
（その他の関係機関：消防署、道路管理者、河川管理者、保健所、電力会社、ガス会社等） 

(※下請契約を締結していない受注者の場合) 

災害防止協議会を開催し､事故等の原因究明と再発防止対策の検討 【受注者】 事故等の原因究明【受注者】 

工事担当課に対して、事故等発生速報の提出【受注者】 
（事故等が発生した翌日まで提出できない場合には、遅延理由等を工事担当課に連絡すること。） 

 

再発防止対策の実施【受注者】 

工事担当課に対して、事故等対応報告書の提出【受注者】 

（事故等が発生した日から７日以内に提出すること。） 

 

工事担当課による事故調査への協力【受注者】 

（再発防止対策の実施前に調査を行う可能性有り。） 

事故等の内容に応じ、労働基準監督署への報告書の提出【受注者】 

（労働安全衛生規則第 96 条：事故報告、労働安全衛生規則第 97 条：労働者死傷病報告） 

(※安全管理の措置が適切ではなかった場合) (※安全管理の措置が適切であったと認められる場合) 

・契約担当課への状況報告【工事担当課】 

・指名停止等の措置【契約担当課】 
・工事成績の減点【工事担当課】 

ペナルティ等なし 


